
（第17796号）東 京 都 公 報令和5年4月11日（火曜日）１１



令和5年4月11日（火曜日）東 京 都 公 報（第17796号） １２



（第17796号）東 京 都 公 報令和5年4月11日（火曜日）１３



令和5年4月11日（火曜日）東 京 都 公 報（第17796号） １４
◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行

規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
二

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
五
百
八
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
介
護
機
関
か
ら
、
同
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞

退
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
号
及
び
生
活
保
護
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
六
条

（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に

よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
五
年
四
月
十
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

日
野
市
落
川
千
四
百
十
七
番
四
、

千
四
百
十
八
番
一
の
一
部
、
同
番

二
、
千
四
百
十
九
番
並
び
に
千
四

百
二
十
番
、
同
番
八
及
び
千
五
百

五
十
八
番
二
の
各
一
部

立
川
市
高
松
町
三
丁
目
二
十
九

番
十
七
号

三
絆
地
所
株
式
会
社

代
表
取
締
役

関
谷

博
之

三
鷹
市
野
崎
三
丁
目
百
八
十
三
番

一
、
同
番
十
八
、
百
八
十
五
番
一
、

同
番
五
及
び
同
番
六
（
第
一
工

区
）

立
川
市
高
松
町
一
丁
目
三
十
番

十
一
号

株
式
会
社
ノ
ー
ヴ
ァ
・
ア
ソ
シ

エ
イ
ツ

代
表
取
締
役

濱
中

敏
之

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の

届
出
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
東
京
都
市
計
画
道
路
環
状
第
二
号
線
（
港
区
新
橋
〜
虎

ノ
門
間
）
建
設
事
業
及
び
環
状
第
二
号
線
新
橋
・
虎
ノ
門
地
区
第
二

種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
工
事
完
了
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
六
十
六

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事

小
池

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称

東
京
都
市
計
画
道
路
環
状
第
二
号
線
（
港
区
新
橋
〜
虎
ノ
門

間
）
建
設
事
業
及
び
環
状
第
二
号
線
新
橋
・
虎
ノ
門
地
区
第
二
種

市
街
地
再
開
発
事
業

三

工
事
着
手
の
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
日

四

工
事
完
了
の
年
月
日

令
和
五
年
二
月
十
五
日

五

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

中
村
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

練
馬
区
中
村
南
三
丁
目
十
六
番
十
号

三

設
置
者
名

中
村
隆
商
事
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

練
馬
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
三
月
十
七
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
十
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
一
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

小
岩
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

二

店
舗
所
在
地

江
戸
川
区
南
小
岩
七
丁
目
二
十
四
番
十
五
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
東
日
本
都
市
開
発

四

意
見

ア

聴
取
者

江
戸
川
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
三
月
十
三
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
十
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
一
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

大
井
競
馬
場
前
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル

ウ
ィ
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ラ
大
井

二

店
舗
所
在
地

品
川
区
勝
島
一
丁
目
六
番

三

設
置
者
名

東
京
都
競
馬
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

意
見

ア

聴
取
者

品
川
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
十
一
日
か
ら
同
年
五
月
十
一
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
東
京
都
の
意
見

の
概
要
に
つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
の
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
十
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名
、
店
舗
所
在
地
及
び
設
置
者
名

㈠
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
四
ツ
木
店
舗
新
築
工
事

イ

店
舗
所
在
地

葛
飾
区
四
つ
木
五
丁
目
二
百
十
三
番
地
一

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
細
井
商
店

㈡
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
葛
飾
店

イ

店
舗
所
在
地

葛
飾
区
立
石
五
丁
目
四
百
三
十
二
番
地
ほ

か

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
デ
ン
キ

㈢
ア

店
舗
名

虎
ノ
門
一
・
二
丁
目
地
区
第
一
種
市
街
地

再
開
発
事
業
（
Ａ－

一
街
区
）

イ

店
舗
所
在
地

港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
百
八
番
一

ウ

設
置
者
名

森
ビ
ル
株
式
会
社

㈣
ア

店
舗
名

虎
ノ
門
一
・
二
丁
目
地
区
第
一
種
市
街
地

再
開
発
事
業
（
Ａ－

二
街
区
）

イ

店
舗
所
在
地

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
三
百
番
一

ウ

設
置
者
名

森
ビ
ル
株
式
会
社

㈤
ア

店
舗
名

新
宿
中
村
屋
ビ
ル

イ

店
舗
所
在
地

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
二
十
六
番
十
三
号

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
中
村
屋

㈥
ア

店
舗
名

恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス

イ

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
恵
比
寿
四
丁
目
二
十
番
七
号
ほ
か

ウ

設
置
者
名

サ
ッ
ポ
ロ
不
動
産
開
発
株
式
会
社
ほ
か
一

名

二

東
京
都
の
意
見
の
概
要

ア

概
要

一
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
店
舗
に
係
る
届
出
に

つ
い
て
は
、
区
市
の
意
見
に
配
意
す
る
と

と
も
に
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
四

条
に
基
づ
く
指
針
を
勘
案
し
、
総
合
的
に

判
断
し
て
意
見
な
し
と
す
る
。

イ

意
見
の
通
知
日

令
和
五
年
三
月
二
十
日

三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振

興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）

四

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
十
一
日
か
ら
同
年
五
月
十

一
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第

十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
を
除
く
。

正

誤

〇
令
和
四
年
六
月
九
日
付
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
号

二
ペ
ー
ジ
上
段
の
別
図
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。
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